
「基本診療料の施設基準等及び 

その届出に関する手続きの取扱いについて」に基づく掲示 

患者さんの「栄養管理」を 

サポートします。 
【２０２４年４月１日現在】 

 

 
藤本病院は、「栄養状態に問題のある患者さん」「栄養障害にな

る可能性がある患者さん」（褥瘡の治療や術後の治療が必要な患

者さん、化学療法中の患者さん等）へ、栄養管理にかかわる専門

知識をもった医師・看護師・薬剤師・管理栄養士で構成する「ＮＳＴ 

栄養サポートチーム」を設置し、患者さんの主治医と連携し栄養管

理に取り組んでおります。 
 

 

 
 

 

 

 

 

医師 
患者さんの栄養状態を 

医学的に評価して、 

他のＮＳＴメンバーと一緒に 

対策を検討して実行します。 

 

 

管理栄養士 
栄養の知識に基づき、 

食事や栄養剤の提案をします。 

Nutrition  

Support  

Team 

薬剤師 
薬学の知識に基づき 

栄養剤や輸液の 

適正使用や、 

栄養剤と他の医薬品との 

相互作用を確認します。 

 

 

 

 

 

 

看護師 
患者さんの 

入院生活を支えるなかで、 

食事の状態を観察し、 

栄養状態を評価します。 

 

 

 

 

 

 
●担当部門／栄養科・医事サービス課 ●掲示開始日／２０２４年４月１日 ●掲示終了日／変更の日まで ●事務部長承認済 (検印省略) 


